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埼玉県教育委員会と戸田市教育委員会において 

不登校児童生徒の多様な教育機会の充実に関する連携協定を締結します 
         

 近年増加傾向にある不登校児童生徒の多様な教育機会の充実に資するため、埼玉県

教育委員会と戸田市教育委員会が、相互の連携に関する基本的事項について協定を締

結します。 

 

● 協定の概要 

１ 協定名称 

   埼玉県教育委員会と戸田市教育委員会 不登校児童生徒の多様な教育機会の 

  充実に関する連携協定 

２ 目的 

 埼玉県教育委員会と戸田市教育委員会が連携して、不登校児童生徒の多様な教育

機会の充実に向けた方策を実践・研究する。 

３ 協定項目 

（１）不登校児童生徒の支援に関するモデル事業の実施に関する事項 

（２）不登校児童生徒の多様な教育機会の充実に向けた研究に関する事項 

（３）その他、協定の目的を達成するために必要な事項 

 

● 協定書締結式の概要 

１ 日時 

  令和４年７月２２日（金曜日）１３：３０～１４：００ 

２ 場所 

 県立戸田翔陽高等学校（不登校生徒支援教室「いっぽ」を運営する教室内） 

令和４年７月１９日 

教育局 生徒指導課 
総務・登校支援・中退防止担当 三橋・須永 

直通 048-830-6744 
 内線 6753 

E-mail: a6740-07@pref.saitama.lg.jp 
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３ 出席者 

  埼玉県教育委員会 市町村支援部長 石井 宏明 

  戸田市教育委員会 教育長 戸ヶ﨑 勤 


